
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

書類の種類 作成方法 必要部数 

届出書類 

①届出書、②届出の概要、③防災街区整備地区計画のチェックリスト、 

④委任状(届出の手続きを届出者以外の方が行う場合)に必要事項を記入（押印

が必要） 

正副 

各一部 

添
付
図
書 

案内図 縮尺適宜 方位、道路及び目標となる地物等を表示 

正副 

各一部 

配置図 縮尺 1/100 以上 
敷地面積が判断できるもの 

敷地内における建築物等の位置及び門、かき等の位置を表示 

平面図 縮尺 1/50 以上 各階のもの(建築物である場合に限る) 

立面図 縮尺 1/50 以上 二面以上 屋根及び外壁の色彩等を表示 

断面図 縮尺 1/50 以上 二面以上 

求積図 縮尺 1/50 以上 敷地面積、建築面積、延床面積が算定できるもの 

柳原一・二丁目地区のまちづくり 

区域内における建築等の際の手続きの流れ 

届出に必要な資料 

検索方法・お問い合わせ先 

届

出 

届
出
の
審
査 

工

事

着

工 

計画に 

適合 

計画に 

不適合 

計画に 

適合 

地
区
計
画
の
適
合
通
知 

届出書類の様式及び届出書類記入例は、足立区のホームページからダウンロードすることができます。 

準防火地域内における建築物の構造に関する防火上の制限
を強化します。 

※１：耐火建築物等…鉄筋コンクリート造、耐火被覆された鉄骨造また
は、これと同等以上の延焼防止性能を有するもの 

※２：準耐火建築物等…鉄骨造、準耐火性能を有する木造または、これと
同等以上の延焼防止性能を有するもの 

延床面積 500 ㎡を超え
るものは、耐火建築物
等※1 とします。 

その他は、耐火建築
物等又は準耐火建築
物等※2 とします。 

防火木造や裸木造
の建築物は建てら
れません。 

地区の環境にふさわしくない や 、
、 又は は 。 

 新たに敷地を分割する場合は、敷地面積を
以上とします。 
 

※ ただし、現在の敷地をそのまま使用する場合や、公共施設の整備
により分割された敷地、代替地として譲渡された敷地にはこの最低
限度は適用されません。 

敷地面積＝ 

６６ｍ２以上 

建築物の屋根、外壁等の色彩は、まち並みと調和した落ち
着いた色合いのものとします。 

また、屋外広告物・広告板は、景観を損なわないものと  
するとともに、腐朽、腐食、又は破損しやすい材料は使用で
きません。 

 

積極的に緑化を推進するとともに、敷地が道路に面する箇所
や建築物の屋上等では緑化に努めることとします。 

※分割後 66m2 を
下回った敷地には
建築できません。 

 

高さ 0.6ｍを超える 
ブロック塀等は禁止 

道路に面して、ブロック塀等を設けることを禁止します
（ や、

）。道路に面して垣、柵を  
設ける場合には、生け垣又は透視可能なフェンスとします。 

 

 柳原一・二丁目地区は、狭い道路が多いこと、公園等の空き地が少ないこと、老朽木造建築物が密集して
いることなどから、大規模地震時に都内でも特に危険な地域とされています。 

そこで、道路や公園・広場等の整備の推進とともに、老朽住宅等の不燃化建替えを促進することで、災害
時の避難路の確保及び延焼抑制を担う防火帯の形成を図り、柳原地区防災まちづくり計画に示す、「柳原 
らしさを活かした、誰もが安心して生活できるまち」を実現することを目標としています。 

防災街区整備地区計画で定めるルールは、 
区域ごとに異なります。 

地区計画区域全域には１～６の６つのルール
（以下の「                」
を参照）がかかります。 

それらに加えて、幅員６ｍに拡幅する防災 
生活道路沿道の区域には７～10 の追加ルール
（パンフレット中面の「防災生活道路沿道区域
での追加ルール   」を参照）がかかります。 

 

生け垣や透視可能なフェンス 

建築物の構造に関する 
防火上必要な制限（その１） 建築物の敷地面積の最低限度 

建築物等の形態又は 
色彩その他意匠の制限 

建築物等の用途制限 土地の利用に関する事項 

ルール１ ルール２ 

ルール３ 
ルール４ 

ルール５ ルール６ 

垣又は柵の構造の制限 



 

    

高さの最低限度 

 防災生活道路１～５号に接する敷地の を
とし、延焼防止機能の向上や、建築物の背後で発生した 

火災による道路への熱を遮断します。 

ｈ＝５ｍ以上 

（概ね２階建て） 

間口の７割以上の部分が 

令和７年   ６月 16 日決定  足立区告示 第２７７号 

間口率の最低限度 

 防災生活道路１～５号に接する敷地における、建築物の
（下図参照）を とし、建物同士の隙間を少なくすること
で、火や熱が道路に及ぶのを抑えます。 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図（道路網図）を利用して作成したものである。（承認番号）６都市基交著第 57 号 
都市計画道路網図：（承認番号）５都市基街都第 228 号、令和５年 11 月２日 

防災生活道路 1～５号に面する建築物の 又は
は、 を とします。 

 のうち、防災生活道路の部分には、
、 、 、 を 。 

間口率（Ｂ/Ａ）＝ 

７割以上 

 
建築物の構造に関する 
防火上必要な制限（その２） 

 防災生活道路１～５号に接する敷地の建築物では、
は、 など、防火上有効な構造と

します。これにより火や熱が道路に及ぶのを抑えます。 


